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第１６８回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料 

 
２０２４年５月１０日 
東 北 電 力 株 式 会 社 

 
女川原子力発電所の状況について 

 
１．各号機の状況について（２０２４年３月末時点） 
（１）１号機 
 ２０２０年７月２８日より，廃止措置作業を実施中。（詳細は別紙１参照） 
 ２０２４年１月１２日より，廃止措置期間中における第３回定期事業者検査を実施中。 
 今期間中に発見された法令に基づく国への報告が必要となる事象，ならびに法令に基づく 

国への報告を必要としないひび，傷等の事象なし。 
 

（２）２号機 
 ２０１０年１１月６日より，第１１回定期事業者検査を実施中。 
 プラント停止中の安全維持点検として，原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持 

するために必要な系統の点検を行うとともに耐震工事等を実施中。 
 ２０２２年１２月１６日より，再稼働に向けた起動前点検として，⻑期停止中の機能要求が

なく，⻑期保管状態としていた系統等について必要な点検等を実施中。 
 今期間中に発見された法令に基づく国への報告が必要となる事象，ならびに法令に基づく 

国への報告を必要としないひび，傷等の事象なし。 
 

（３）３号機 
 ２０１１年９月１０日より，第７回定期事業者検査を実施中。 
 プラント停止中の安全維持点検として，原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持 

するために必要な系統の点検を行うとともに耐震工事等を実施中。 
 今期間中に発見された法令に基づく国への報告が必要となる事象，ならびに法令に基づく 

国への報告を必要としないひび，傷等の事象なし。 
 

２．新たに発生した事象に対する報告 
特になし 

 
３． 過去報告事象に対する追加報告 

特になし 
 

資料−４ 
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４． その他（前回会議以降に公表した案件の概要） 
（１）２号機における安全対策工事完了時期の見直しについて 
 ２号機における安全対策工事のうち，「火災防護対策工事※１」の工期について，工事物量の増

加により遅れる見通しであることから，安全対策工事の完了時期について精査していた。（第
１６７回女川原子力発電所環境調査測定技術会報告済み） 

 ２０２４年２月１９日，必要となる資機材や作業員の確保，現場における作業性も含め精査し
た結果，安全対策工事の完了時期について，２０２４年６月を目指すこととした。また，発電
機を並列して発電を開始する「再稼働」の時期については，２０２４年９月頃※２を想定してい
る。 

 同日，２号機の「原子炉設置許可に係る工事計画変更届出」「使用前確認申請書の記載内容
変更について」を原子力規制委員会へ提出※３した。 

※１ 発電所内で万一火災が発生した場合に，火災発生箇所と同一の区画にある設備や電線管が損傷しない
よう，断熱材などの耐火材でラッピングするとともに，ラッピングによる重量の増加を踏まえ，必要
に応じて耐震補強を行うもの。 

※２ 再稼働時期は，現在実施している使用前事業者検査や，原子力規制委員会による使用前確認の進捗
状況等を踏まえ，改めて見極めていく必要がある。現時点での再稼働時期は，他社事例や当社の過
去実績を踏まえ想定したもの。 

※３ ２０２４年２月１９日，「使用前確認申請書の記載内容変更について」の提出に合わせ，「使用前検
査申請書の記載内容変更について」も，原子力規制委員会および経済産業大臣に提出した。 

 
（２）原子力規制検査における評価結果について 
 ２０２４年２月２１日，原子力規制委員会から２０２３年度第３四半期の原子力規制検査 

※４の結果が公表され，指摘事項はなかった。 
※４ ２０２０年４月より新たに開始された検査制度であり，事業者の保安活動を対象に，発電所に常駐

する原子力規制庁の運転検査官が常時検査を行うもの。抽出された気付き事項の中から「指摘事項」
および事業者が原因を除去して対応完了とする「軽微」に該当する案件の有無が確認され，該当  
する案件がある場合は，その重要度や深刻度の評価が行われる。 

 
（３）２号機における使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に係る原子炉設置変更許可申請について 
 ２０２４年２月２７日，２号機における使用済燃料乾式貯蔵施設※５の設置について，「核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」に基づく「原子炉設置
変更許可申請」が必要となるため，宮城県ならびに女川町，石巻市に対し「女川原子力発電所
周辺の安全確保に関する協定書（安全協定）」に基づく事前協議の申し入れを行った。（詳細
は別紙２参照） 

 ２０２４年２月２８日，「原子炉設置変更許可申請書」を原子力規制委員会に提出した。 
※５ 「使用済燃料乾式貯蔵建屋」と「使用済燃料乾式貯蔵容器」で構成され，２号機の使用済燃料プー

ルで十分に冷却された使用済燃料を，堅牢な金属製の乾式貯蔵容器に収納し，乾式貯蔵建屋で空気
の自然対流により冷却する施設。 
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（４）２号機における所内常設直流電源設備（３系統目）の設置等に係る原子炉設置変更許可申請
の補正について 

 ２０２４年２月２９日，２号機の「所内常設直流電源設備（３系統目）の設置等に係る原子炉
設置変更許可申請※６」に関する補正書を，原子力規制委員会へ提出した。同委員会の審査を踏
まえ，所内常設直流電源設備（３系統目）の負荷に「直流駆動低圧注水系※７」を追加し，これ
に伴う蓄電池容量の変更や，記載内容の適正化を行ったもの。（詳細は別紙３参照） 

 ２０２４年４月１０日，２号機の「所内常設直流電源設備（３系統目）の設置等に係る原子炉
設置変更許可申請※６」に関する補正書を，原子力規制委員会へ提出した。２０２４年４月１日
の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」の施行に
伴い，原子炉設置変更許可申請書の本文八号（使用済燃料の処分の方法）における法令名称，
関係組織名称等の変更を反映するもの。 

※６ 全交流電源を喪失した際に，重大事故等の対応に必要な設備に直流の電気の供給を行うための設備
であり，更なる信頼性向上を目的に，現在設置済みである２系統の直流電源設備に加え，新たに原
子炉建屋に設置するもの。新規制基準において，本体施設の設置等に関わる設計及び工事計画認可
から５年以内（２０２６年１２月２２日まで）に設置することが求められている。 

※７ 全ての交流電源が喪失した状況において，直流電源を駆動源として原子炉に注水する設備。 
 

 
以 上 
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女川原子力発電所１号機の状況について 
 
１．廃止措置工程について  

・1 号機の廃止措置は，全体工程（34 年）を 4 段階に区分して実施。 
・2020 年 7 月 28 日，廃止措置に係る作業に着手し，現在は第 1 段階の作業を実施。 
・2024 年 1 月 12 日より，廃止措置期間中における第３回定期事業者検査を実施中。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

注）第 2 段階以降に実施する主な作業の詳細については，第 1 段階の中で実施する「汚染状況の調査」の結果等を踏まえて策定すると
ともに，あらためて廃止措置計画の変更認可申請を行うこととしている。 

 
２．廃止措置（第１段階）における作業状況の報告について（下線部が新たにお知らせする内容） 

項目 主な作業内容 

燃料搬出 
· １号機から発生した使用済燃料や未使用の燃料に関する搬出工程を検討中 
· 2024/2/22〜 使用済燃料プールに貯蔵している未使用の燃料について， 

除染のための調査を行い，作業手順の検討に着手 

汚染状況の調査 

· 2023/7/3〜 使用済燃料プールの放射化評価を実施（使用済燃料プール内の壁
等の放射能濃度解析評価を実施）し，2024/3/25 に完了 
· 2023/10/16〜 管理区域内の床材の内部汚染の有無を確認するため採取した 

試料について，放射化汚染・二次的汚染サンプリング分析（放射化学分析）
を実施し，2024/3/15 に完了 
· 制御建屋内機器等の解体廃棄物量の詳細評価方法を検討中 

汚染の除去 
· 放射性物質による汚染が想定される機器や配管について，除染箇所，除染

方法を検討中 

設備の解体撤去 

· 2023/7/18〜 主変圧器・所内変圧器（管理区域外設備）の解体工事を  
実施し，2024/3/22 に完了 
· その他の放射性物質による汚染のない区域に設置されている設備の解体 

範囲を検討中 
放射性廃棄物の
処理処分 

· 汚染状況の調査や設備の点検等に伴って発生した雑固体廃棄物等の放射性
廃棄物を，圧縮減容等により処理し，固体廃棄物貯蔵所に保管中 

その他 特になし 

以上 

別 紙 １ 



【乾式貯蔵施設の設置位置】【乾式貯蔵建屋（イメージ図）】
・空気の自然対流により冷却する施設。

➢ ２号機は，２０２４年９月頃の再稼働を想定している。これに伴い，２号機の使用済燃料プールが再稼働から４年程度で貯蔵容量の上限に
達することから，使用済燃料を発電所から搬出するまでの間，発電所の敷地内で一時的に貯蔵する施設として，「使用済燃料乾式貯蔵施設」
（以下，「乾式貯蔵施設」）を新たに設置する。

➢ 乾式貯蔵施設は，「使用済燃料乾式貯蔵建屋（２棟）」（以下，「乾式貯蔵建屋」）と「使用済燃料乾式貯蔵容器」（以下，「乾式貯蔵
容器」）で構成。乾式貯蔵建屋は，２号機の原子炉建屋内にある使用済燃料プールで十分に冷却された使用済燃料を，堅牢な金属製の乾
式貯蔵容器に収納し，空気の自然対流により冷却する。乾式貯蔵容器は，地震や竜巻などの自然現象で乾式貯蔵建屋に損傷が生じた場合
においても，安全機能を維持できる設計としている。

➢ なお，乾式貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート構造とすることで敷地周辺における放射線量を低減する。

１棟目 ２棟目

構 造 鉄筋コンクリート構造
(約４０ｍ×約２０ｍ・高さ:約１０ｍ)

鉄筋コンクリート構造
(約４０ｍ×約３０ｍ・高さ:約１０ｍ)

設置場所 海抜３８ｍ 海抜３６ｍ

貯蔵容器 最大８基 最大１２基

使用済燃料
収納体数

最大５５２体 最大８２８体

工事着工 ２０２６年５月 ２０３０年８月

運用開始 ２０２８年３月 ２０３２年６月

【乾式貯蔵建屋の仕様】

【１棟目】

【２棟目】

排気口

乾式貯蔵容器

空気
取入口

排気口

空気
取入口 乾式貯蔵容器

冷たい空気

暖かい空気

≪空気の流れ≫

女川２号機
原子炉建屋

山 側

海 側

設置位置

石巻市 女川町

「使用済燃料乾式貯蔵施設」の概要について

５

別
紙
２



【乾式貯蔵容器】

寸 法 ［全長］約５.４ｍ ［外径］約２.５ｍ

重 さ
約１１９ｔ

（使用済燃料６９体を収納した状態）

収納体数
使用済燃料６９体※

※使用済燃料プールで１８年以上冷却した使用済燃料を収納

➢ 使用済燃料を収納するための堅牢な円筒形の金属製容器。 ➢ 乾式貯蔵容器は，「放射性物質の閉じ込め」「放射線の遮へい」「臨界防止」
「除熱」の４つの安全機能を有する。

・ 二重の蓋で密閉し，放射性物質の漏れを防止。

・ 遮へい材により，使用済燃料から放出される放射線量を低減。

・ 仕切り板により，使用済燃料の間隔を保ち，臨界※１を防止。

・ 伝熱フィン※２により，使用済燃料から発生する熱を容器表面に伝え、
空気の自然対流により冷却。

貯蔵架台

貯蔵用緩衝体

貯蔵用緩衝体

※１ 臨界
・ 原子力発電の燃料に含まれているウラン235が核分裂すると，複数の
新しい中性子が飛び出し，その中性子が次の核分裂を起こす。
・ この核分裂の連鎖反応が，一定の量で持続している状態を「臨界」と
いう。

※２ 伝熱フィン
・乾式貯蔵容器内側の熱を伝達し，容器の外へ熱を放出するための金属
の板。

②放射線の遮へい

（遮へい材）

④除 熱

（伝熱フィン）

①放射性物質の閉じ込め

（二重の蓋）

③臨界防止

（仕切り板）

①放射性物質の閉じ込め

②放射線の遮へい

③臨界防止

④除 熱

６

【乾式貯蔵容器の仕様（１基あたり）】



２号機における所内常設直流電源設備（３系統目）の設置等に係る補正の概要について

７

別
紙
３

【設置済み】

：低圧遮断器

：配線用遮断器

【凡例】

：切替盤

ＤＢ︓設計基準事故
対処設備

ＳＡ︓重⼤事故等
対処設備

※１ 直流駆動低圧注⽔系ポンプ
※２ 直流駆動低圧注⽔系（制御，電動弁）を含む

蓄電池蓄電池

所内常設直流電源設備（３系統目）

【設置済み】 【追加設置】


